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議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出についてについて   

 １  岩屋川内陣野 畑の嵩上げ R3.10.5 報 告 

報告第２号  農地法第４条の規定による許可の取消願いについて   

 １  下宿鴻ノ巣   R3.10.5 報 告 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  大字真崎二本松 外 77 筆 R3.10.5 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定（中間管理機構）   

 市１ 岩屋川内才松寺  賃借権 R3.10.5 承 認 

 市２ 五町田一本谷   賃借権 R3.10.5 承 認 

 塩 1～34 五町田立割 外 57 筆 賃借権・使用貸借権 R3.10.5 承 認 

 嬉 1～4 吉田坊主原 外８筆 賃借権・使用貸借権 R3.10.5 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １ 下野四本松   売買 R3.10.5 許 可 

 ２ 谷所三本松 外２筆 売買 R3.10.5 許 可 

 ３  吉田広川原 外９筆 売買 R3.10.5 許 可 

 ４  吉田立倍  外１筆 売買 R3.10.5 許 可 

議案第４号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  谷所一本柳 外２筆  農業用倉庫 R3.10.5 許 可 

議案第５号  非農地証明願について   

 １  下宿鴻ノ巣 植林 R3.10.5 決 定 

     



第６期嬉野市農業委員会 第３回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 ３年 10 月 ５日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会 １０月５日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会 １０月５日 午後２時２４分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 出 議   長 ７ 宮﨑 政則 出 議事録署名 

１ 松元 正行 出  ８ 梶原 文雄 出 議事録署名 

２ 西田 昭義 出 事前審査班長 ９ 永尾 文治 出  

３ 山口智佐代 出 憲章朗読  １０ 團  達美 出  

４ 峰  正己 出  １１ 坂本 健二 出  

５ 中島文二郎 出  １２    

６ 前田 安一 出   

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

井 上  章 ○ 局 長 永田 良子 〇 主 査 

 

農業委員会以外の出席者 ： 農業政策課 副課長 小原 和子 

 

 



６ 報 告 

報告第１号 農地等形状変更届出について ・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 

報告第２号 農地法第４条の規定による許可の取消願について ・・・・・・・  １件 

 

８ 議 案 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について ・・・・・・・・・・・・・ 38 件 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について ・・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  ４件 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  １件 

議案第５号 非農地証明願について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 

 

８  会議の概要  ― 午後２時２４分 開会 ―   

 

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、全員出席であります。定足数に達しておりますので石橋会長の御挨拶

の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号３番 山口智佐代委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第６期嬉野市農業委員会第３回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告２件、議案８４件で、審議事項は８６件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号７番 宮﨑政則 委員と 

８番 梶原文雄 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出についてを議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、上岩屋の ○○ ○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 陣野 乙○○○○番○○○  

地目は畑、面積は１，２５２㎡です。 



      事由は、畑の嵩上げ（作業をしやすくするため）ということです。 

      隣接は、東は畑、宅地・西は畑、道路、南は道路、北は畑 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、○○委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  今、事務局から言われましたように、西と南は道によって北と東は茶園で囲ま

れております。東から大雨の時には、水が大量に流れそこに土管を入れるとい

うことでいわれております。別に問題ないと思います。宜しくお願いします。 

 

議  長  続いて、９月２９日に第３班、第１Gｒ で実施した事前審査の結果について、

○○○○ 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  3 班の農業員の皆さん、推進委員のみなさんどうもご苦労様でございました。

数が少なかったんですけれども、全員出席していただきありがとうございます。

今、○○委員がおっしゃった通りでございます。ここを嵩上げすることによっ

て、一体的に茶園管理をすると言うようなことで、前向きな嵩上げでございま

すので宜しくお願いしたいと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第１号を終わります。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第２号 農地法第４条の規定による許可の取消願いについ 

てを議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、湯野田の ○○○○様 です。 

      所在地は、大字下宿 鴻ノ巣 丙○○○○番○、 

地目は畑、面積は９２９㎡です。目的は植林。 

      事由は、植林後３年経過し転用完了証明前、８月の豪雨にて被災し、現況が植

林の状態ではなくなったため、転用完了証明が発行できなくなり、非農地とし

て証明を受けるための取消願いです。 

      平成２９年１０月２６日 農地法第４条の許可（佐賀県指令 29 農漁第４～２

０９１号）が出ております。 

      議案第５号 非農地証明願について 整理番号 1 番と関連している案件です。 

      図面は５ページと６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 



       

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  非農地としての証明を受けるためて書いてあるけど、どんくらいならんばいか

んやったかな。 

事 務 局  被災したら、非農地証明あつかいの転用には要綱的にはなります。 

委  員  それは、あくまでも植林をしてあったと言うことですね。 

事 務 局  3 年ぐらい経って、くぬぎが育つぐらいの。 

委  員  そこが、被災したと言うこと 

事 務 局  はい 

委  員  そういうことであれば、非農地証明をだしてよいと言うことですね 

事 務 局  はい 

委  員  了解しました 

委  員  がけ崩れでも植林してあったら植林として認めるわけはいかんと 

事 務 局  転用完了証明が植林の状態でなければ植林と言う証明が出来ず、流れてしまっ

て 

委  員  全部が全部じゃなかけんさ 一部であるけんさ 

事 務 局  登記をされたときこの農業委員会の証明と現地が違うんじゃないのとなった

時が農業委員会の証明自体が実際問題になってくるもんで、もう被災されて半

分以上流れとるけんですね。植林の状態ではないとみなされて、県の農山漁村

課と協議した結果、取消をされて非農地証明をされたほうがと言うことで 

委  員  8 月前に写真を撮っとけばよかとたい。 

事 務 局  撮っとらしても流れてしまってその写真と現地が違えばですね、証明を出され

んごとなります。 

委  員  後々は何になっと 

事 務 局  非農地証明を持っていかれたら、原野になります。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第 2 号 整理番号１番 を終わります。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

皆さんに、お諮りします。 

農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から 38 番までについて、 

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から 

38 番までについて 事務局の説明を求めます。 



事 務 局  議案書７ページから１５ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の解約分 整理番号１番から 38 番までについて です。 

貸し手人は 五町田第４の ○○○○ 様、外 35 名様、 

借り手人は 五町田第２の ○○○○ 様、外 11 名様です。 

所在地は、大字真崎 二本松 ○○○○ 外 77 筆、 

地目は田が６８筆、畑が１０筆、田の面積が 95,025 ㎡で、畑の面積が 5,155 ㎡ 

田畑の合計で ７８筆 100,180 ㎡です。 

利用権区分は賃借権・使用貸借権で、目的は、米・麦・大豆です。 

      期間は平成 24年４月 10日から令和 11年 1月 31日までで、 

      解約理由は、農地法第３条・あっせんにより所有権移転をするため 借受人が

体調不良のため 借受人が死亡のため借受人を変えて再契約 農地法第 5 条

により転用するためということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番から 38 番については、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号１番から 38 番については、原案のとおり承認

することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

 

議  長  農地中間管理機構をとおした所有権の移転について です 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  別添の表１ページをご覧ください。整理番号１番です。 

売り手人は、○○○○  様 

買い手人は、○○○○ 様 です。 

 所在地は、大字岩屋川内 才松寺 甲○○○○番○、地目は畑、 

面積は、６３８㎡です。 

所有権の移転の種類は、あっせんで、利用目的は、茶です。 

対価としましては、反当たり 337,000 円、全体で２１５，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 



委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 農地中間管理機構をとおした、 

所有権の移転について、整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定し 

ました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

売り手人は、○○○○  様 

買い手人は、○○○○ 様 です。 

 所在地は、大字五町田 一本谷 甲○○○○番○ 他４筆、地目は田と畑、 

田が 1,798 ㎡、畑が 318 ㎡ 田畑合計で面積は、２，１１６㎡です。 

所有権の移転の種類は、あっせん です。 

対価としましては、反当たり 709,000 円、全体で１，５００，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号２番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号２番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 農地中間管理機構をとおした、 

所有権の移転について、整理番号２番は、原案のとおり承認することに決定し 

ました。 

 

議  長  つぎに、別添の表２ページから５ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から 34 番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

34 番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表２ページから５ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から 34 番までについて です。 



貸し手人は 本谷の ○○○○ 様、外 33 名様、 

借り手人は 五町田第２の ○○○○ 様、外７名様です。 

所在地は、大字五町田 立割 甲○○○○番○  外 57 筆、 

地目は田と畑、田の面積が８３，０２５㎡、 

畑の面積が９，６７０㎡、田畑合計で９２，６９５㎡です。 

利用権は、賃借権と使用貸借権で、期間は３年から１０年で、新規及び再設定

です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から 34 番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から 34 番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分 整理番号１番から 34 番までについては、原案のとおり承認すること 

に決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表６ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から 4 番までについて、一

括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 4 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 6 ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 4 番についてです。 

貸し手人は 下岩屋２区の ○○○○ 様 外３名様、 

借り手人は 上岩屋の ○○○○ 様 外２名様です。 

所在地は、大字吉田 坊主原 丁○○○○番○ 外８筆、 

地目は田と畑、田の面積が９，７６８㎡、 

畑の面積が１，９０２㎡、田畑合計で１１，６７０㎡です。 

利用権は賃借権で、期間は３年から５年、新規および再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 



議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から４番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から４番までに

ついては、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から４番については、原案のとおり承認することに決定

しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１６ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 福岡市の ○○○○ 様  

      譲受人は 下野の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字下野 四本松 甲○○○○番○、 地目は田、 

面積は５９１㎡ 

譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模拡大のためです。 

売買価格は、反当たり８４６，０２４円、全体で５００，０００円です。 

図面は１８ページと１９ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 鹿島市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 鹿島市の ○○○○ 様、 

所在地は  大字谷所 三本谷 甲○○○○番、外２筆 

地目は田と畑、田の面積が２，６８８㎡、畑の面積が１４㎡、 



田畑合計で２，７０２㎡です。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

      売買価格は、反当たり１８５，０４８円、全体で５００，０００円です。 

図面は２０ページから２１ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  空き家バンクははずれたと 

事 務 局  登録をされてません 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号２番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 峰川原の ○○○○ 様、 

      譲受人は 長崎県佐世保市の ○○○○ 様、 

所在地は  試案書１７ページの別紙① 大字吉田 広
ひろ

川原
こ お ら

 丙○○○○番○、 

外９筆、地目は田と畑、田の面積が３，２４０㎡、畑の面積が２，１１７㎡、 

田畑合計で５，３５７㎡です。 

      譲渡理由は空き家バンク登録物件売買のため、譲受理由は嬉野市空き物件情報

登録制度による空き物件利用希望者要件に該当、また耕作証明書も添付されて

おり下限面積の５反要件もみたされております。 

      売買価格は、反当たり３００，６１１円、全体で１，６１０，３７３円です。 

図面は２２ページから２４ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  今の説明、下限面積いくら 

事 務 局  ５反要件を耕作証明で確認をしております 

委  員  ５反て言うたよね 空き家物件はそぎゃんやったと 

事 務 局   空き家物件でも該当されているんですけど、下限面積も該当されている。耕

作者ですよということです。 

委  員   そう言う意味ね 空き家物件でも売らるって言うことね。 



事 務 局   面積が広い農地やったけんですね 

委  員   経営規模の拡大て 元々、こいはあったとね 佐世保市から嬉野市に土地を

持ってあったとね 

事 務 局   いいえ 

委  員   佐世保で土地をいくらかもってあるてことね 

委  員   ５反以上あるけん買わるってことやろ 

       買わるっばってんが、この規模拡大がなんかなて思うて 

       経営規模の拡大て書いてあったけんですよ 嬉野市で５反買わるったいね 

       ８反てやっけん佐世保市にいくらかもっとんさっとかなて思うて 

       嬉野市じゃなく佐世保市にいくらかもっとさっとね 

事 務 局   はい 佐世保に 

委  員   こっちに来んさでしょ 

事 務 局   こっちに住ますです。佐世保の農地もされると思います。ご両親と一緒なの

で、独身のかたなんですね。 

委  員   空き家バンク含めて全部でいくらなると。 

事 務 局   全部で、２００万円です。 

       この方は、佐世保市のほうに６反ほど農地を持たれてます。ご両親が７０歳

と言うことで、佐世保のほうで農業をされていると言うことであります。 

       機械のほうはですね、トラクター、管理機、草刈り機を所有されておられま

す。 

委  員   年齢はいくらですか 

事 務 局   ７０歳です。いやいや娘さん 

委  員   ４１歳です 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号３番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 東吉田の ○○○○ 様、 

      譲受人は 東吉田の ○○○○ 様、 

所在地は  大字吉田 岩倍 甲○○○○番○、外１筆 

地目は２筆とも畑、面積は合計で２５４㎡です。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 



      売買価格は、反当たり１，４８７，７７９円、全体で３７７，８９６円です。 

図面は２５ページから２６ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号４番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２７ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 三ケ崎の ○○○○ 様、 

借受人は 三ケ崎の ○○○○ 様、 

所在地は、大字谷所 一本柳 乙○○○○番○、外２筆、地目は３筆とも田、

面積は合計で２，０００.９１㎡です。 

農地区分は第１種農地、用途目的は農業用倉庫です。 

      事由は、現在所有する農業用機械を格納する倉庫が不足しているため、申請地

を農業用倉庫建設用地として転用したいということです。 

東は田、西・南は道路、北は宅地 です。乙 3477 番 4、乙 3477 番 5 の２筆

は、平成２２年１２月頃より宅地の一部として転用されており、始末書が添付

されております。 

賃借料は反当り３９，９８２円で年間８０，０００円です。 

図面は２８ページと２９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  ○○委員、地域担当委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当  ○○○○と言う法人の倉庫を手狭になったので作りたいと言うことで、借料し

ながら拡大したいと言うことで、よろしくお願いします。詳しいことは、○○

推進員がもっと詳しくお願いします。 

推進員   ここはですね２２年度にですね農業用倉庫を作りましたけど、手狭になってで

すね、全部トラクターも８台ですけど、個人の所有も新品も入れて全部法人が

購入しております。田植え機械も農業用機械全部です。手持ちは、農家の個人

は持ちません。だから、今んとこ倉庫が無いもんで個人のところに預かっても

らっております。それで、今、さがの華の収穫が終われば、皆さんの許可が得

ればですね、埋め立てをして来年の秋から第一期の建設そして次の年も第二期

の建設をですね考えております。そう言うことで、ここはですね、圃場整備で



暗渠排水とか畔倒しをですね７反核に成しています。畔を４つぐらい倒してお

りますけど、逆に畔を作ってもらわんばごとなります。そう言うことでいろい

ろ農政局まで許可申請とかあってですね時間がかかりましたけど、やっと許可

がおりてですねこう言う格好になりました。ご検討よろしくお願いします。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、○○委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  ○○推進員が言われた通りでございます。農業生産を行う上で、必要のことで

ございますので、皆さん方よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  農業用倉庫の限度はいくらやったかな。 

事 務 局   届け出だけの許可であれば２００㎡でありますが、これは県の許可が必要と

なる 県知事許可の案件となるので、２００㎡を超えても大丈夫です。ただ、

一種農地なので該当が無ければ申請ができないのですが、農業用倉庫は適用

があるのでですね 

委  員   県の許可ね 

委  員   第一種農地やったと 

事 務 局   はい 

委  員   県の許可をもらわんばいかんとたい 

事 務 局   県の許可をもらわなければなりません 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 
＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第５号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３０ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 湯野田の ○○○○ 様 

所在地は、大字下宿 鴻ノ巣 丙○○○○番○、地目は畑 面積は９２９㎡。 

用途目的は、植林です。 

事由は、植林後３年経過し転用完了証明前、８月の豪雨にて被災し現況が植林

の状態ではなくなり、転用完了証明書の発行が出来なくなりました。登記地目

を変更するため、非農地証明をお願いしたいということです。 

報告第 2 号 農地法第 4 条の規定による許可の取消願いについて  



整理番号 1 番と関連している案件となります。 

      東は原野、西は里道、南は原野、北は山林 です。 

図面は３１ページから３２ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  ○○委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  前にありました 4 ページの関連と同じです。くぬ木を植林しておられたのです

が、8 月の豪雨で流されて半分以上流されたという状況になっておりました。

別に問題は無いと思います。宜しくお願いします。 

議  長  ○○委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  きちんとしてあってですね、説明のとおり水害のときにこうなったようですけ

れども、用途の目的が植林ということですけれども何をされるのか、登記が地

目変更の登記を急いでする必要があって、結局、登記をしたら原野になると説

明を受けましたけれども、それじゃ用途の目的が植林いうのはどうなっている

のかなと思いまして、非農地証明がどのような形になっているのか分かりませ

んけれども、目的が植林と書いて、登記署が原野でそのまましてあるのかどう

かそのへんはありますか。 

事 務 局  当事の用途目的を記入してありますけれども、実際非農地証明の願い出には被

災したことにより植林も出来ず、農地として復元も不可能であるという文言が

入っておりまして、豪雨により植林が流されたため、地目も変える手続きがで

きないため畑としてそのまま残すということが今後相続されたときのために

と言うことで地目を変えたいと言うことで相談に来られました。非農地証明を

出される前の転用完了願いの準備までされている書類を確認までしているん

ですが、それは出せませんねと言うことでこのような申請と代えさせていただ

きました。 

委  員  ○○委員さんは、用途目的が植林て書いてあるけん言いよんさっとでしょ。 

委  員  そうです。 

委  員  そこがなしやろかなて 

事 務 局  用途目的はそこに記入していました。 

議  長  今、事務局から説明があったように、現状植林してあったとを被災におうたと

言う表現にしてるとでしょ 

事 務 局  はい 

議  長  そいけんが、被災におうとらんやったら山林として転用をする予定やったて言

うことで。 

委  員  用途目的が今後の目的やろね。そいばいいたかとやろね 

 

議  長  ○○委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  原野でしたいと本人意思でございますので、まじめさにも尊重いたしまして皆

さん方にもよろしくお願いいたします。 



議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第６期嬉野市農業委員会第３回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ２ 時 ２４分 閉会 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


